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令和７年設楽町規則第６号 

 

設楽町排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則 

 

設楽町排水設備指定工事店規則(令和6年設楽町規則第17号)の一部を次のように

改正する。 

 

第３条第１項第１号中「責任技術者が」を「責任技術者を」に、「専属している

こと。」を「選任していること。」に改める。 

第４条第２項第５号中「専属する排水設備工事責任技術者名簿」を「選任する排

水設備工事責任技術者名簿」に改める。 

第７条第２項第５号中「専属する」を「選任する」に改め、同条第３項中「専属

する排水設備工事責任技術者名簿」を「選任する排水設備工事責任技術者名簿」に

改める。 

 様式第１（第４条関係）中「 ５ 専属する排水設備工事責任技術者名簿（様式

第１の４）及び雇用関係を証する書類」を「５ 選任する排水設備工事責任技術者

名簿（様式第１の４）及び雇用関係を証する書類」に改める。 

様式第１の４（第４条関係）中「専属する排水設備工事責任技術者名簿」を「選任

する排水設備工事責任技術者名簿」に、「新たに専属する責任技術者のみ以下の添付書

類を提出すること。」を「新たに選任する責任技術者のみ以下の添付書類を提出するこ

と。」に改める。 

同様式中に次のように加える。 

「他事業所の兼務 有・無 （有りの場合、事業所名・所在地記入）」 

様式第４（第７条関係）中 

「２ 専属する排水設備工事責任技術者名簿（再開の場合） 

３ 専属する排水設備工事責任技術者証の写し（再開の場合）」を 

「２ 選任する排水設備工事責任技術者名簿（再開の場合） 

３ 選任する排水設備工事責任技術者証の写し（再開の場合）」に改める。 

様式第５（第７条関係）中 



「１ 専属する排水設備工事責任技術者名簿（様式第１の４） 

２ 排水設備工事責任技術者証の写し（新たに専属する技術者分のみ） 

３ 雇用関係を証する書類（雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び保険

料領収書の写し等）」を 

「１ 選任する排水設備工事責任技術者名簿（様式第１の４） 

２ 排水設備工事責任技術者証の写し（新たに選任する技術者分のみ） 

３ 雇用関係を証する書類（新たに選任する技術者分のみ）・雇用保険被保険

者資格取得等確認通知書及び保険料領収書の写し等」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和7年4月1日から施行する 
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設楽町排⽔設備指定⼯事店規則（令和５年設楽町規則第 12 号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（指定工事店の指定） （指定工事店の指定） 

第３条 公共下水道事業及び農業集落排水事業の管

理者の権限を行う町長（以下「町長」という。）

は、次に掲げる要件のいずれにも適合していると

認めた者を指定工事店として指定するものとす

る。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、こ

の限りでない。 

第３条 公共下水道事業及び農業集落排水事業の管

理者の権限を行う町長（以下「町長」という。）

は、次に掲げる要件のいずれにも適合していると

認めた者を指定工事店として指定するものとす

る。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、こ

の限りでない。 

(1) 責任技術者を１人以上選任していること。 (1) 責任技術者が１人以上専属していること。 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（指定の申請） （指定の申請） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 選任する排水設備工事責任技術者名簿（様式

第１の４）及び雇用関係を証する書類 

(5) 専属する排水設備工事責任技術者名簿（様式

第１の４）及び雇用関係を証する書類 

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 

（指定の辞退及び異動の届出義務） （指定の辞退及び異動の届出義務） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当する

こととなったときは、速やかに排水設備指定工事

店変更届（様式第５）を町長に提出しなければな

らない。 

２ 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当する

こととなったときは、速やかに排水設備指定工事

店変更届（様式第５）を町長に提出しなければな

らない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。 (5) 専属する責任技術者に異動があったとき。 

３ 前項に定めるもののほか、同項第５号に該当す

ることとなったときは、選任する排水設備工事責

任技術者名簿（様式第１の４）をあわせて提出し

なければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、同項第５号に該当す

ることとなったときは、専属する排水設備工事責

任技術者名簿（様式第１の４）をあわせて提出し

なければならない。 

様式第１（第４条関係） 様式第１（第４条関係） 
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様式第１の４（第４条関係） 様式第１の４（第４条関係） 
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様式第４（第７条関係） 様式第４（第７条関係） 
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様式第５（第７条関係） 様式第５（第７条関係） 
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